


















区　域

番号 路線名 起　　点 終　　点
主　な
経過地

延　長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

3・3・3
合浦公園通り

戸山線
青森市

浪打一丁目
青森市

赤坂二丁目

青森市
佃二丁目、

中佃二丁目、
南佃二丁目、
大字浜館、
大字駒込

　約4,970m 地表式 4車線 25ｍ

青い森鉄道との
立体交差１箇所

自動車専用道路と
立体交差１箇所

幹線街路と
平面交差7箇所

3・3・4 合浦大通り線
青森市

港町三丁目
青森市

栄町二丁目
青森市
合浦

約630ｍ 地表式 2車線 25ｍ
幹線街路と

平面交差4箇所

3・3・14 南佃線
青森市

南佃二丁目
青森市

南佃二丁目
― 　約320ｍ 地表式 2車線 25ｍ

幹線街路と
平面交差1箇所

3・4・14 富田石江線
青森市

富田三丁目

青森市
大字石江
字三好

― 約650ｍ 地表式 2車線 16ｍ

青森客車操車場と
立体交差1箇所
幹線街路と

平面交差1箇所

3・4・21 新田油川線
青森市

新田三丁目

青森市
大字油川
字千刈

― 約740ｍ 地表式 2車線 20ｍ
幹線街路と

平面交差2箇所

3・4・30 造道線
青森市

造道三丁目
青森市

造道三丁目
― 約110ｍ 地表式 2車線 16ｍ

幹線街路と
平面交差2箇所

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理　　由

幹
線
街
路

都市計画道路中３・３・３号合浦公園通り戸山線ほか４路線を次のように変更する。

　本都市計画区域における土地利用を勘案し、街路網を検討した結果、本案のように計画し、都市機能の維持及び増進を図る
ものである。

青森都市計画道路の変更（青森市決定）

種
別

名　　称 位　　　　　　置 構　　　　　　造

備　考

    都市計画道路中３・３・４号合浦大通り田屋敷線を３・３・４号合浦大通り線と３・３・１４南佃線に、

都市計画道路中３・４・１４号小浜石江線を３・４・１４号富田石江線に、

都市計画道路中３．４．２１号石江富田油川線を３・４・２１号新田油川線に、

都市計画道路中３・５・２号造道小柳線を３・４・３０号造道線に名称を改め、

　　

　　都市計画道路中３・４・２５号大矢沢妙見線及び３・６・７号蛍谷山下線を廃止する。



　新旧対照表
赤書き　：　変更前

黒書き　：　変更後

区　域

番号 路線名 起　　点 終　　点
主　な
経過地

延　長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

〃
3・3・3

〃
合浦公園通り

戸山線

〃
青森市

浪打一丁目

青森市
大字戸山
字赤坂
青森市

赤坂二丁目

〃
青森市

佃二丁目、
中佃二丁目、
南佃二丁目、
大字浜館、
大字駒込

〃 〃
　約4,970m

〃
地表式

〃
4車線

〃
25ｍ

〃
青い森鉄道との
立体交差１箇所

自動車専用道路と
立体交差１箇所

幹線街路と
平面交差7箇所

〃
3・3・4

合浦大通り
田屋敷線

合浦大通り線

〃
青森市

港町三丁目

青森市
大字松森
字増田
青森市

栄町二丁目

青森市
浪打、佃、
中佃、南佃

青森市
合浦

約2,310ｍ
約630ｍ

〃
地表式

〃
2車線

〃
25ｍ

幹線街路と
平面交差5箇所
幹線街路と

平面交差4箇所

―
3・3・14

―
南佃線

―
青森市

南佃二丁目

―
青森市

南佃二丁目

―
―

― 〃
　約320ｍ

―
地表式

―
2車線

―
25ｍ

―
幹線街路と

平面交差1箇所

〃
3・4・14

小浜石江線
富田石江線

青森市
沖館四丁目

青森市
富田三丁目

〃
青森市

大字石江
字三好

青森市富田
―

約1,530ｍ
約650ｍ

〃
地表式

〃
2車線

〃
16ｍ

青森客車操車場と
立体交差1箇所
幹線街路と

平面交差2箇所
青森客車操車場と
立体交差1箇所
幹線街路と

平面交差1箇所

〃
3・4・21

石江富田
油川線

新田油川線

青森市
富田五丁目

青森市
新田三丁目

〃
青森市

大字油川
字千刈

青森市新田
―

約1,350ｍ
約740ｍ

〃
地表式

〃
2車線

〃
20ｍ

幹線街路と
平面交差3箇所
幹線街路と

平面交差2箇所

3・4・25
―

大矢沢妙見線
―

青森市
大字大矢沢

字野田
―

青森市
妙見三丁目

―

青森市
大字大矢沢
大字野尻

―

約1,020ｍ
― 〃

地表式
―

2車線
―

20ｍ
―

幹線道路と
平面交差2箇所

―

3・5・2
3・4・30

造道小柳線
造道線

〃
青森市

造道三丁目

青森市
小柳六丁目

青森市
造道三丁目

青森市
岡造道

―

約1,430ｍ
約110ｍ

〃
地表式

〃
2車線

12ｍ
16ｍ

幹線街路と
平面交差3箇所
幹線街路と

平面交差2箇所

3・6・7
―

蛍谷山下線
―

青森市
大字浅虫
字蛍谷

―

青森市
大字浅虫
字山下

―

―
―

　約810ｍ
― 〃

地表式
―

2車線
―

10ｍ
―

幹線街路と
平面交差1箇所

―

幹
線
街
路

備　考

構　　　　　　造名　　称 位　　　　　　置

種
別



　変更概要

幅員

名称・延長

名称・延長
・幅員

路線番号

名称・延長

名称・延長

延長

名称・延長
・幅員

・路線番号

延長

名称変更
起点部の延長約610ｍ区間の
廃止

3・4・21

南佃線
約320ｍ
25ｍ

3・3・14号

合浦大通り田屋敷線
約2,310ｍ

3・3・3

新田油川線
石江富田油川線

約1,350ｍ

3・3・4

名称変更
終点部の延長約1,320ｍ区間の
廃止
代表幅員の変更
路線番号の変更

大矢沢妙見線3・4・25

造道小柳線
約1,430ｍ

12ｍ
3・5・2号

造道線
約110ｍ
16ｍ

3・4・30号

約810ｍ ― 全線廃止

3・4・30 造道線

3・6・7 蛍谷山下線

小浜石江線
約1,530ｍ

名称変更
3･2･1号国道線との交差点以南
の延長約1,340ｍ区間の廃止、
終点部の延長約320ｍ区間を
3・3・14号南佃線へ分割

富田石江線
約650ｍ

名称変更
起点部の延長約880ｍ区間の
廃止

3・3・14

3・4・14

合浦公園通り
戸山線

―

― 全線廃止約1,020ｍ

新田油川線
約740ｍ

―
青森環状野内線との交差点以南
の延長約280ｍ区間の幅員の縮小

富田石江線

南佃線 ―
3・3・4号合浦大通り田屋敷線
から分割

合浦大通り線
約630ｍ

名　　　　　　　　　　称

変　更　前

合浦大通り線

備　　　考

番　　号 路　線　名

変更項目

変　更　の　内　容

変　更　後



　都市計画決定経緯表

昭和42年3月15日 建設省告示第588号
　名称変更　1・3・7号合浦公園通り駒込線
　延長変更　終点の延伸（約1,630m→約3,510m）
　一部線形変更

昭和39年1月27日 建設省告示第116号 　当初決定　1・3・7号合浦公園通り浜館線

昭和49年10月12日 青森県告示第707号
　新都市計画法制定に伴う番号再編（1・3・7→3・3・3）
　幅員変更（22m→25m）

昭和42年12月13日 建設省告示第4207号 　一部幅員変更（立体交差部）

平成3年11月29日 青森県告示第835号 　一部幅員変更（JRとの立体交差部）

昭和53年11月16日 青森県告示第909号
　名称変更　合浦公園通り戸山線
　延長変更　終点の延伸（約3,510m→約4,970m）

３・３・３号合浦公園通り戸山線

決定（変更）年月日 告示番号 決定（変更）内容

平成23年8月31日 青森県告示第705号 　車線数の追加決定

昭和39年1月27日 建設省告示第116号 　当初決定　２・２・７号小浜石江線

昭和49年10月12日 青森県告示第707号 　新都市計画法制定に伴う番号再編（2・2・7→3・4・14）

昭和44年5月20日 建設省告示第2639号
　延長変更　起点、終点の延伸（約750m→約1,530m）
　一部幅員変更

平成23年3月30日 青森市告示第50号 　車線数の追加決定

平成6年1月24日 青森県告示第62号 　一部幅員変更

昭和39年1月27日 建設省告示第116号 　当初決定　１・３・８号合浦大通り田屋敷線

３・４・１４号小浜石江線

決定（変更）年月日 告示番号 決定（変更）内容

　車線数の追加決定

昭和49年10月12日 青森県告示第707号 　新都市計画法制定に伴う番号再編（1・3・8→3・3・4）

昭和42年3月15日 建設省告示第588号 　延長変更　終点の延伸（約1,350m→約2,310m）

３・３・４号合浦大通り田屋敷線

決定（変更）年月日 告示番号 決定（変更）内容

平成23年3月30日 青森市告示第50号



昭和39年1月27日 建設書告示第116号 　当初決定

昭和49年10月12日 青森市告示第133号
　新都市計画法制定に伴う番号再編
（1・(小)・20→3・6・7）

昭和42年3月15日 建設書告示第588号 　延長修正　終点の延伸（772m→810m）

平成23年3月30日 青森市告示第50号 　車線数の追加決定

昭和42年3月15日 建設省告示第588号 　延長変更　終点の短縮（3,030m→1,430m）

３・６・７号蛍谷山下線

決定（変更）年月日 告示番号 決定（変更）内容

決定（変更）内容

平成23年3月30日 青森市告示第50号 　車線数の追加決定

昭和39年1月27日 建設書告示第116号 　当初決定　２・３・５号造道小柳線

昭和46年4月3日 青森市告示第73号 　新都市計画法制定に伴う番号再編（2・3・5→3・5・2）

３・４・２５号大矢沢妙見線

決定（変更）年月日 告示番号

３・４・３０号造道小柳線

決定（変更）年月日 告示番号

平成23年3月30日 青森市告示第50号 　車線数の追加決定

平成6年1月24日 青森県告示第62号 　当初決定

３・４・２１号石江富田油川線

決定（変更）年月日 告示番号 決定（変更）内容

決定（変更）内容

平成11年4月19日 青森市告示第31号 　当初決定



　字名一覧表

３・３・３号合浦公園通り戸山線

追加する土地の区域 削除する土地の区域

－ －

青森市南佃１丁目、青森市南佃２丁目 －

－
青森市沖館４丁目、青森市沖館５丁目、

青森市富田５丁目

追加する土地の区域 削除する土地の区域

３・４・２１号石江富田油川線

３・３・４号合浦大通り田屋敷線

追加する土地の区域 削除する土地の区域

－

青森市花園２丁目、青森市浪打１丁目、
青森市佃１丁目、青森市佃２丁目、

青森市中佃１丁目、青森市中佃２丁目、
青森市南佃１丁目、青森市南佃２丁目

３・４・１４号小浜石江線

３・３・１４号南佃線

追加する土地の区域 削除する土地の区域

青森市岡造道１丁目、青森市岡造道2丁目、
青森市小柳１丁目、青森市小柳２丁目、
青森市小柳３丁目、青森市小柳６丁目

追加する土地の区域 削除する土地の区域

－
青森市富田４丁目、青森市富田５丁目、

青森市新田２丁目

３・４・２５号大矢沢妙見線

追加する土地の区域 削除する土地の区域

－
青森市大字大矢沢字野田、青森市大字野尻字野田

青森市大字野尻字今田、青森市妙見３丁目

３・６・７号蛍谷山下線

追加する土地の区域 削除する土地の区域

－
青森市大字浅虫字蛍谷、青森市大字浅虫字内野

青森市大字浅虫字馬場山、青森市大字浅虫字山下

３・４・３０号造道小柳線

追加する土地の区域 削除する土地の区域

青森市造道三丁目



 

都市計画の策定の経緯の概要 

 

青森都市計画道路（３･３･３号合浦公園通り戸山線外）の変更（青森市決定） 

 

事   項 時   期 備  考 

 

計 画 素 案 の 説 明 会 

 

計 画 素 案 の 閲 覧 

 

 

計 画 素 案 の 公 聴 会 

 

 

計 画 案 の 縦 覧 

 

 

青森市都市計画審議会 

 

知 事 協 議 

 

決 定 告 示 

 

 

令和４年 １０月 ７日 

 

令和４年 １０月１１日から 

令和４年 １０月２４日まで 

 

令和４年 １１月 ４日 

（公述の申出がなかったため中止） 

 

令和４年 １１月２２日から 

令和４年 １２月 ５日まで 

 

令和４年 １２月２７日 

 

令和５年  １月上旬 

 

令和５年  １月下旬 

 

 

 

 

 

 

（中止） 

 

 

 

 

 

予定 

 

予定 

 

予定 

 



青森都市計画道路の変更理由（市決定） 

 

〇３・３・３号合浦公園通り戸山線（計画延長 4,970ｍ、計画幅 25ｍ） 

 起点から 4,690ｍは改良済となっている。終点部の 280m について、現道幅

員が 16m と一定の幅員が確保されていることから、この区間の幅員を現道に

合わせて変更するものである。 

 

〇３・３・４号合浦大通り田屋敷線（計画延長 2,310ｍ、計画幅 25ｍ） 

 起点から 630ｍと終点から 320ｍは改良済となっている。３・２・１号国道

線との交差点以南の 1,340ｍは、未改良となっているが、今後、交通需要の増

加が見込めないことから、この区間の都市計画決定を廃止するものである。ま

た、終点から 320ｍの区間については、３・３・１４号南佃線に分割するもの

である。 

 以上の変更に伴い、名称を３・３・４号合浦大通り線に変更するものであ

る。 

 

〇３・３・１４号南佃線（計画延長 320ｍ、計画幅 25ｍ） 

 ３・３・４号合浦通り田屋敷線の区間廃止及び分割に伴い、この区間の都市

計画決定を追加するものである。 

 

〇３・４・１４号小浜石江線（計画延長 1,530ｍ、計画幅 16ｍ） 

 終点から 650ｍは暫定供用区間となっている。起点部側は、未改良となって

いるが、今後、交通需要の増加が見込めないことから、この区間の都市計画決

定を廃止するものである。 

 以上の変更に伴い、名称を３・４・１４号富田石江線に変更するものであ

る。 

 

〇３・４・２１号石江富田油川線（計画延長 1,350ｍ、計画幅 16ｍ） 

 全線が未改良となっているが、今後、交通需要の増加が見込めないことか

ら、３・２・２号内環状線と油川地区計画と連絡する区間の都市計画道路と

し、残りの区間の都市計画決定を廃止するものである。 

 以上の変更に伴い、名称を３・４・２１号新田油川線に変更するものであ

る。 

 



〇３・４・２５号大矢沢妙見線（計画延長 1,020ｍ、計画幅 20ｍ） 

 起点から一部暫定整備されているものの、３・２・３号外環状線が平成１４

年に２車線で開通後、平成２１年に４車線化され、３・２・３号外環状線と主

要地方道青森環状野内線を連絡する３・４・２４号筒井大矢沢線が、一部改良

済で開通しているなど交通網が整備されている。今後、交通需要の増加が見込

めないことから、この路線の都市計画決定を廃止するものである。 

 

〇３・５・２号造道小柳線（計画延長 1,430ｍ、計画幅 12ｍ） 

 起点から 110ｍは改良済となっている。残る区間は、未改良となっている

が、今後、交通需要の増加が見込めないことから、この区間の都市計画決定を

廃止するものである 

 以上の変更に伴い、名称を３・４・３０号造道線に変更するものである。 

 

〇３・６・７号蛍谷山下線（計画延長 810ｍ、計画幅 10ｍ） 

 全線が未改良となっているが、今後、交通需要の増加が見込めないことか

ら、この路線の都市計画決定を廃止するものである 


